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前
法
務
事
務
次
官
の
則
定
衛
東
京
高
検
検
事
長
の
女
性
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
四
月
九
日
発
売
の
月
刊
誌
「
噂
の
真
相
」
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
同
日
付
け
朝
日
新
聞
朝
刊
で
報
じ
ら
れ
た
。
「
噂
の
真
相
」
を
取
り
寄
せ
、
当
該
記
事
を
読
ん
だ
と
こ 

 

ろ
、
到
底
見
過
ご
せ
な
い
内
容
だ
っ
た
。 

検
察
は
本
来
の
使
命
に
従
い
、
四
大
証
券
と
第
一
勧
業
銀
行
の
利
益
供
与
事
件
、
大
蔵
省
の
接
待
汚
職
、
防
衛
庁
汚
職
な
ど

の
摘
発
に
尽
力
し
て
き
た
。
半
面
、
片
山
隼
く
ん
の
事
故
捜
査
な
ど
で
早
急
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
も
明
ら
か
に

な
っ
た
。
ま
た
、
現
在
の
検
察
と
法
務
省
に
は
、
死
刑
や
組
織
犯
罪
対
策
法
案
の
通
信
傍
受
な
ど
は
任
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
質

問
主
意
書
や
委
員
会
質
問
な
ど
で
指
摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。 

今
回
の
「
則
定
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
は
、
公
僕
と
し
て
の
責
務
と
謙
抑
的
姿
勢
を
忘
れ
た
検
察
と
法
務
省
の
現
状
を
象
徴
す
る

不
祥
事
で
は
な
い
か
。
取
り
急
ぎ
、
事
実
関
係
と
責
任
の
所
在
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。
検
察
首
脳
で
あ
る
国
家
公
務
員

の
行
動
と
品
格
に
つ
い
て
、
給
料
を
支
払
っ
て
い
る
納
税
者
・
国
民
に
詳
し
く
、
わ
か
り
や
す
い
内
容
の
答
弁
を
求
め
る
。
検

事
長
の
任
命
権
者
は
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
り
、
迅
速
に
調
査
し
た
う
え
、
国
会
法
所
定
の
回
答
期
限
内
の
で
き
る
だ
け
早
期
に

答
弁
さ
れ
た
い
。 

東
京
高
検
検
事
長
の
行
動
と
品
格
に
関
す
る
質
問
主
意
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一 

事
実
関
係 

（
6
） 

公
務
関
係
者
と
行
っ
た
銀
座
の
ク
ラ
ブ
従
業
員
に
小
切
手
を
渡
し
た
こ
と
が
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ

う
な
趣
旨
で
渡
し
た
の
か
。 

（
5
） 

公
務
出
張
に
女
性
を
同
伴
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
ま
た
、
公
務
出
張
前
日
の
日
曜
日
な
ど
に
女
性
と
一
緒
に
出
張

先
へ
出
か
け
た
こ
と
は
あ
る
か
。
そ
の
費
用
は
だ
れ
が
支
払
っ
た
か
。 

（
4
） 

一
九
九
四
年
七
月
二
十
一
日
（
木
曜
日
）
と
同
年
九
月
五
日
（
月
曜
日
）
は
、
ど
の
よ
う
な
職
務
に
当
た
っ
て
い

た
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
3
） 

ホ
テ
ル
に
偽
名
で
宿
泊
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。 

（
2
） 

前
記
「
コ
ス
モ
」
や
「
ロ
イ
ヤ
ル
サ
ル
ー
ト
」
な
ど
で
働
い
て
い
た
女
性
に
法
務
省
や
検
察
庁
の
名
刺
を
出
し
た

こ
と
は
あ
る
か
。 

（
1
） 

則
定
検
事
長
は
東
京
・
銀
座
の
ク
ラ
ブ
「
コ
ス
モ
」
や
「
ロ
イ
ヤ
ル
サ
ル
ー
ト
」
な
ど
に
公
務
の
関
係
者
と
行
っ

た
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
い
つ
、
だ
れ
と
遊
興
し
、
そ
の
代
金
は
い
く
ら
で
、
だ
れ
が
支 

 
 

払
っ
た
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

 



 

二 

責
任
の
所
在 

（
3
） 

不
適
切
な
行
動
が
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
則
定
検
事
長
と
そ
の
監
督
責
任
者
ら
の
責
任
を
ど
の
よ 

（
2
） 

則
定
検
事
長
に
国
家
公
務
員
の
検
事
と
し
て
、
不
適
切
な
行
動
は
あ
っ
た
と
考
え
る
か
。 

（
1
） 

政
府
は
今
回
の
「
噂
の
真
相
」
の
記
事
を
受
け
、
事
実
関
係
を
ど
の
よ
う
な
手
順
で
調
査
し
た
か
。
ま
た
、
現
在

ま
で
の
調
査
結
果
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

（
10
） 

公
務
関
係
者
と
の
ク
ラ
ブ
遊
興
費
や
ク
ラ
ブ
の
女
性
従
業
員
と
の
交
際
費
を
他
人
に
負
担
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
は

あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
人
に
ど
う
い
う
理
由
で
負
担
し
て
も
ら
っ
た
の
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

（
9
） 

ク
ラ
ブ
に
勤
め
る
女
性
を
蔑
視
し
た
感
覚
を
持
っ
て
い
る
の
か
。 

（
8
） 
公
務
関
係
者
と
行
っ
た
銀
座
の
ク
ラ
ブ
従
業
員
に
「
銀
座
の
ホ
ス
テ
ス
の
く
せ
に
オ
ギ
ノ
式
も
知
ら
な
い
の
か
」

と
言
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。 

（
7
） 

公
務
関
係
者
と
行
っ
た
銀
座
の
ク
ラ
ブ
従
業
員
が
妊
娠
中
絶
し
た
際
、
そ
の
費
用
を
負
担
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

三 

 



 

 

四 

う
に
考
え
る
か
。
ど
の
よ
う
な
処
分
を
検
討
し
て
い
る
か
。 

（
4
） 

一
九
九
五
年
、
女
性
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
質
問
主
意
書
で
指
摘
さ
れ
た
札
幌
高
検
検
事
長
が
そ
の
後
、
辞
職
し
た 

 
が
、
そ
の
際
の
調
査
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
。
国
民
に
対
す
る
責
任
は
ど
の
よ
う
な
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
た 

 

か
。 

（
5
） 

法
務
・
検
察
の
現
状
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


